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  資格確認書送付書 兼 交付完了報告書 
 

令 和７年１ １月吉日 

事業主各位 

七十七銀行健康保険組合 
  

  七十七銀行健康保険組合加入者様への「資格確認書」の交付について 
 

平素より、当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

   さて、人第７／通知（七健保第７／２５）にもとづき、令和７年１０月３１日時点でマイナンバー 

カードへの健康保険証の利用登録がなされていない加入者に対しまして、「資格確認書」を交付する 

ことといたしました。 

つきましては、各事業所様（㈱七十七銀行様につきましては各部課店）あてに以下のとおり送付 

いたしますので、通知内容に従ってお取扱いくださるようお願申し上げます。 
 

記 

１．送付物 

本紙、資格確認書一括職権交付対象者リスト、「資格確認書」入り封筒、マイナ保険証利用勧奨用チラシ 

２．お取扱いの手順（通知の内容と同様です） 

（１）各事業所様から対象者への交付方法 

  Ａ．各事業所の担当者様（㈱七十七銀行様は部課店の庶務担当職位者様）は、「資格確認書一括職権交付対象者リ

スト」と「資格確認書」入り封筒のあて名の一致を確認し、対象者に交付してください。 

  Ｂ．被扶養者の分については、あて名の「〇〇様方」の部分を確認し該当の被保険者に交付してください。 

  Ｃ．対象者全員への交付完了後、本紙下部の「資格確認書交付完了報告書」に所定事項を記入し担当者様の受領

印を押印のうえ、当健保あてに返送してください。 

（２）対象者への注意事項（交付時に注意を促すようお願いします） 

  Ａ．封筒を開封する前に、あて名がご自身またはご家族のものであることを必ず確認してください。 

  Ｂ．開封後、「資格確認書」の内容が正しく記載されているかどうかを確認してください。万一、ご自身の資格内

容と一致しない場合は、当組合の照会先までご連絡ください。 

Ｃ．「資格確認書」の使用にあたっては、ミシン目から切り離してお使いください。 

  Ｄ．従来の健康保険証は２０２５年１２月２日（火）以降は一切利用できなくなります。当組合では健康保険証

を回収しませんが、個人情報を含むものですので、各自責任をもって破棄処分してください。 

  Ｅ．「資格確認書」は、「マイナ保険証」利用登録が困難な方などに交付する限定的な取扱いです。利用登録が可

能な状態になりましたら、２年間の有効期限を待たずに利用登録を行うようお願いします。 

（３）マイナ保険証のご利用促進について（同封のチラシを回覧するなど周知をお願いします） 

〇当組合では、「マイナ保険証」の利用を促進しております。「マイナ保険証」は、加入者にとって様々なメリットが

あるほか、医療ＤＸを進めるうえでも重要なインフラと位置づけられております。当組合の医療費負担も軽減され

るなど保険料の適切な運用の観点からも、積極的に利用するようお願いします。 

当組合のお問い合わせ先：戸田事務長（内線706516） 

以 上 

 

七⼗七銀⾏健康保険組合 ⾏ 
 

  資格確認書交付完了報告書 
 

下記のとおり「資格確認書」の交付が完了しました。 
「資格確認書」 

交付完了⽇ 交付した通数 事業所名 
（㈱七⼗七銀⾏は部課店名） 

担当者印 
（庶務担当職位者印） 

令和７年１１⽉２５⽇   ４ 通 □□□□株式会社 ㊞ 
 

キリトリ 

◎この部分が完了報告書になります。 
◎所定事項を記⼊し担当者の受領印を押印のう
え、当健保あてに返送してください。 


